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株式会社全東信の破産手続開始について 

 

㈱全東信（大阪市）が大阪地方裁判所より破産手続開始の決定を受けたことが、同社 HP に掲載されました（負債総額は約 1,259 億円）。 

同社のサービスを利用している店舗では、カード決済したにもかかわらず未入金となっている売上代金の回収が困難になる可能性がありますの

で、至急、下記の対応をお願いします。 

■ 至急対応いただきたい２点 

① 未入金の売上代金を今すぐ集計してください 

「最後に入金があった日」と「それ以降にカード決済した金額」を確認・記録してください。 

この金額が損失額であり、後述の債権届出額の基礎となります。 

② 代替の決済手段を至急手配してください 

即日～短期間で導入可能なサービスで決済チャネルを確保しつつ、本契約を並行して進めてください。 

■ 破産管財人（債権届出の窓口） 

株式会社全東信 破産管財人室 

破産管財人：印藤弘二 弁護士（はばたき綜合法律事務所／大阪市北区西天満 4-8-17） 

電話：06-4704-4681（受付 10:00～17:00） 

※重要：裁判所が定める債権届出期間内に、未入金分の届出を行ってください。 

 

なお、決済サービス比較表を参考までに、別紙にてご連絡です。 



 


